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議 事 次 第 

 

1．開 会 
 

2．挨 拶 
 

3．議 事 
 
１）平成 15年度の調査・検討成果について 
 
２）平成 16年度以降の調査・検討方針について 
 
３）全体構想との関わりについて 

 
 

4．その他 
 

5．閉 会 
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 第1回水循環小委員会の議事概要と今後の対応方針

項目 議事概要 今後の対応方針 備考

既往検討委員会において、栄養塩の現状がある程度解
明された段階で２０％減ということが出されている。
そのことを再度検証及び調査し、２０％の妥当性を検
討していくのか確認しておきたい。確かにある程度解
明するまで行動を起こさないというのは大事なことで
はあるが、具体的にできることから着手し始めてもよ
いのではないか。行動しながら全体構想を練っていく
という対応も必要である。

窒素の２割減は、当時の検討結果でそれな
りに根拠もあるが、詳細に再度モデル領域
等を決めて、現状等あるいはその計画との
比較等の検討を行っていきたいと考えてい
る。むしろ以前にこだわる必要は全くな
く、今後の検討次第で目標の再設定等も行
うことになる。（事務局）

既往検討事項を各委員に理解してもらうためにも、詳
細検討資料を事前に提供することが必要である。

会議資料は協議会ホームページに事前に掲
載。個別の要望に対しては可能な限り対応
していく（協議会ホームページの掲示板を
活用）

今後、植生を変化させないための地下水の維持を考え
ていくためには、地下水の変化による植生変化につい
て客観的なデータとして整理していく必要がある。

流域の植生図や地下水位の変動状況、地表
面との関係もある程度つかめてくるので、
健全な場所とそうでないところの比較等も
行いながら、植生等に関する調査を見なが
ら与えている影響について検討していきた
いと考えている。（事務局）

湖沼調査に関して、環境省と国交省が連携し、調査項
目の整合性を図った上で実施していかなければならな
い。

今後より一層の連携を図る。

今の課題が湿原の保全や植生変化になると、湿地化に
対する感応というのは、もっと小さいレベルで動いて
いる。全体の地下水位の動きとともに、それぞれの地
下水位と植物の関係を重点に行う必要がある。また、
単に地下水位の深さや高さの問題だけではなく、地下
水位の変動パターンに注目していかなければならず、
そのような調査も並行して実施する必要がある。

雪裡樋門湛水試験により、水位によりハン
ノキの制御が可能であることがわかってき
ている。地下水や栄養塩類と植生の関係は
まだ十分に把握できていない。地下水位の
自記記録計は平成１１年から重点的に設置
しており、今後データの蓄積を図り、地下
水と植生の関係を把握していく。

水生植物を使用した水質浄化について、実際にどのぐ
らいの面積、規模で実施すると流域からの負荷を抑え
ることができるのか教えてほしい。また、家畜糞尿対
策におけるターニングポイントは平成１６年１１月の
管理基準の適用にあると考えられるが、これによりど
のぐらい負荷が削減するという見込みを持たれている
のか教えて欲しい。

水生植物を使用した水質浄化の効果につい
ては、現時点では、明確に示すことができ
ない状況である。（事務局）

流域負荷対策等の問題について、関係機関も含めてみ
んなで連携して考えていく場合の具体的な行動方針を
つめていく必要がある。

今後より一層の連携を図る。

達古武沼のアオコ発生問題については、達古武沼に流
入する達古武川から入ってくる有機成分が原因ではな
いかと考えており、河川の上流域を含めて調査する必
要がある。

各機関のＨ１６調査計画に反映されている
か調整
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